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担当課番号案内の
�
田 
�
保 の表記は 

�
田 …田無庁舎（南町５～６～１３）

�
保 …保谷庁舎（中町１～５～１）を表します

　

地
域
で
支
え
あ
う
子
育
て
の
環
境
づ
く

り
の
一
環
と
し
て
、
サ
ポ
ー
ト
会
員
（
子
ど

も
を
預
か
り
た
い
方
）
養
成
講
習
会
を
開
催

し
ま
す
。

▽
受
講
資
格　

市
内
在
住
の
満　

歳
以
上

２０

の
心
身
と
も
に
健
康
で
、
全
日
程
受
講
で
き

る
方
。
講
習
会
修
了
後
、
サ
ポ
ー
ト
会
員
と

し
て
登
録
で
き
る
方

※
未
就
学
児
が
い
る
方
は
電
話
で
相
談
し

て
く
だ
さ
い
。

▽
定
員　

各
コ
ー
ス　

人
（
定
員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選
）

５０

▽
講
習
内
容　

下
表
参
照

※
保
育
士
・
幼
稚
園
教
諭
・
保
健
婦
等
の
有
資
格
者
は
、
受
講
が
一
部
免
除
さ
れ

ま
す
。
詳
細
は
電
話
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
費
用　

２
千　

円
（
テ
キ
ス
ト
代
）

５００

▽
申
込　

住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電
話
番
号
・
希
望
の
コ
ー
ス
（
Ａ
ま
た
は
Ｂ
）

を
記
入
し
た
紙
と
返
信
用　

円
切
手
を
同
封
し
、〒　
�
　

中
町
１
〜
６
〜
８
保

８０

２０２

００１３

谷
東
分
庁
舎
内　

西
東
京
市
社
会
福
祉
協
議
会
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン

タ
ー
事
務
局
あ
て
に
郵
送

▽
締
め
切
り　

４
月　

日
（
火
曜
日
必
着
）

３０

▽
問
合
せ　

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
務
局
（�
　

･
４
１
２

３８

１
）

◆
子
育
て
支
援
課
（
�田
 
�
内
線　

）
１５２２

Ｂコ－ス
（会場）田無総合福祉センター
　　　　田無町５―５―１２

Ａコ－ス
（会場）スポーツセンター
　　　　中町１―５―１保谷庁舎前

日　時日　時内　容
午前９時３０分～１１時３０分

５／２１（火）
午前９時３０分～１１時３０分

５／２０（月）
①オリエンテーション

午後１時３０分～３時３０分午後１時３０分～３時３０分②保育サービス提供

午前９時３０分～１１時３０分
５／２４（金）

午前９時３０分～１１時３０分
５／２３（木）

③子どもの世話

午後１時３０分～３時３０分午後１時３０分～３時３０分④心の発達とその問題Ⅰ

午前９時３０分～１１時３０分
５／２８（火）

午前９時３０分～１１時３０分
５／２７（月）

⑤子どもの遊び

午後１時３０分～３時３０分午後１時３０分～３時３０分⑥身体の発育と病気（発育）

午前９時３０分～１１時３０分
５／３１（金）

午前９時３０分～１１時３０分
５／３０（木）

⑦身体の発育と病気（病気）

午後１時３０分～３時３０分午後１時３０分～３時３０分⑧心の発達とその問題Ⅱ

午前９時３０分～１１時３０分
６／４（火）

午前９時３０分～１１時３０分
６／３（月）

⑨安全と事故

午後１時３０分～３時３０分午後１時３０分～３時３０分⑩子どもの食事

午前９時３０分～１１時３０分６／７（金）午前９時３０分～１１時３０分６／６（木）⑪保育の心

午前９時３０分～１１時３０分６／１１（火）午前９時３０分～１１時３０分６／１０（月）修了式・登録説明

　

国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
う

ち
、
介
護
保
険
第
２
号
被
保
険
者

（　

歳
〜　

歳
）
の
方
の
保
険
料

４０

６４

は
、「
医
療
分
」
と
、「
介
護
分
」

を
合
算
し
、
納
付
し
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。

　

国
か
ら
示
さ
れ
る
介
護
給
付
費

納
付
金
の
額
に
よ
り
、
毎
年
度
介

護
分
の
納
付
額
が
変
わ
り
ま
す
。

　

平
成　

年
１４

度
に
つ
い
て

は
、下
表
の
と

お
り
の
改
正

に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、国
民

健
康
保
険
料

の
納
入
通
知

書
は
、７
月
に

送
付
し
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

※
医
療
分
の
料
率
等
は
、
平
成　
１３

年
度
と
同
様
で
す
。

◆
保
険
年
金
課
（
�田
 
�
内
線　

、
１４８３

　

、
�保
 
�
内
線　

、　

）

１４８４

２１３５

２１３６

　

平
成　

年
度
の
国
民
健
康
保
険

１３

料
の
納
期
限
が
過
ぎ
て
い
ま
す
。

納
付
が
ま
だ
お
済
み
で
な
い
方

は
、
至
急
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　

皆
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ
く
保

険
料
に
よ
っ
て
、
国
民
健
康
保
険

は
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

保
険
料
は
、
忘
れ
ず
に
納
め
ま

し
ょ
う
。　　

◆
保
険
年
金
課
（
�田
 
�
内
線　

、
１４８１

　

、
�保
 
�
内
線　

、　

）

１４８２

２１３５

２１３６

　

国
民
年
金
保
険
料
を
、
事
情
等

に
よ
り
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
に
は
、
自
営
業
等
の
方
は
免

除
の
申
請
を
、
ま
た
、
学
生
の
方

は
納
付
特
例
の
申
請
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

申
請
免
除
ま
た
は
学
生
納
付
特

例
を
平
成　

年
４
月
分
か
ら
受
け

１４

る
場
合
に
は
、
申
請
書
を
、
５
月

　

日
（
金
）
ま
で
に
提
出
し
て
く

３１だ
さ
い
。

▽
半
額
免
除
制
度
に
つ
い
て

　

平
成　

年
４
月
分
か
ら
の
国
民

１４

年
金
保
険
料
免
除
制
度
に
従
来
の

「
全
額
免
除
制
度
」
に
加
え
、
保

険
料
の
半
額
を
免
除
す
る
「
半
額

免
除
制
度
」
が
始
ま
り
ま
す
。
こ

の
「
半
額
免
除
」
は
、
半
額
保
険

料
を
納
付
し
な
い
と
未
納
期
間
と

し
て
扱
わ
れ
ま
す
。

　
「
半
額
免
除
」
の
判
定
基
準

　

原
則
と
し
て
世
帯
主
、
配
偶

者
、
本
人
の
前
年
度
の
所
得
に
基

づ
き
、
そ
れ
以
外
に
は
天
災
・
失

業
・
倒
産
・
事
業
の
廃
止
な
ど
を

理
由
と
す
る
と
き
に
限
ら
れ
ま

す
。

▽
学
生
納
付
特
例
制
度
に
つ
い
て

　

平
成　

年
４
月
か
ら
、夜
間
部
・

１４

定
時
制
課
程
・
通
信
制
過
程
の
学

生
の
方
も
学
生
納
付
特
例
の
対
象

と
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
お
、
学
生
の
方
は
、「
半
額
免

除
」
の
申
請
は
で
き
ま
せ
ん
。

◆
保
険
年
金
課
（
�田
 
�
内
線　

、
１４９３

　

、
�保
 
�
内
線　

、　

）

１４９４

２１３７

２１３８

　

平
成　

年
４
月
分
か
ら
の
国
民

１４

年
金
保
険
料
の
取
り
扱
い
が
、
西

東
京
市
か
ら
国
（
社
会
保
険
庁
）

に
移
管
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
納

付
が
、
一
部
の
窓
口
で
は
で
き
な

く
な
り
ま
し
た
。

　

利
用
さ
れ
て
い
る
皆
さ
ん
に
は

ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご

理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。

▽
納
付
で
き
な
く
な
る
窓
口

・
東
京
三
菱
銀
行
西
東
京
市
公
金

取
扱
い
派
出
窓
口（
保
谷
庁
舎
内
）

・
谷
戸
出
張
所

・
柳
橋
出
張
所

・
中
原
出
張
所

▽
納
付
で
き
る
窓
口

・
三
井
住
友
銀
行
西
東
京
市
役
所

出
張
所（
田
無
庁
舎
内
）。
取
り
扱

い
時
間
は
午
後
３
時
ま
で

・
全
国
の
金
融
機
関
（
保
谷
庁
舎

内
を
除
く
）。取
り
扱
い
時
間
は
午

後
３
時
ま
で

・
全
国
の
郵
便
局
。
取
り
扱
い
時

間
は
午
後
４
時
ま
で

※
範
囲
が
全
国
規
模
に
拡
大
さ
れ

ま
し
た
。

◆
保
険
年
金
課
（
�田
 
�
内
線　

、
１４９３

　

、
�保
 
�
内
線　

、　

）

１４９４

２１３７

２１３８

　

�老
 

老
人
保
健
医
療
・
�福
 

老
人
医

療
助
成
制
度
の
受
給
者
の
方
で
、

住
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
す
る
方

は
、
入
院
時
一
部
負
担
金
お
よ
び

食
事
代
の
減
額
が
受
け
ら
れ
ま

す
。
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
月
か

ら
の
認
定
に
な
り
ま
す
。

※
転
入
さ
れ
た
方
は
前
住
所
の
非

課
税
証
明
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

�老
 

老
人
保
健
医
療
制
度
の
受
給

者
の
方
で
、
次
の
条
件
に
該
当
す

る
方
は
特
定
疾
病
療
養
に
よ
り
、

入
院
時
一
部
負
担
金
の
減
額
が
受

け
ら
れ
ま
す
。

①
慢
性
腎
不
全
で
人
工
透
析
を
し

て
い
る
方

②
血
友
病
の
方

③
血
液
製
剤
に
よ
る
Ｈ
Ｉ
Ｖ
感
染

し
て
い
る
方

支
払
限
度
額
表

※
注
…
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者

（
明
治

年
４
月
１
日
以
前
生
ま

４４

れ
で
対
象
者
の
方
）
で
住
民
税
非

課
税
世
帯
の
方
は
、
入
院
時
一
部

負
担
金
の
上
限
額
が
、
月
１
万
５

千
円
と
な
り
ま
す
。

◆
高
齢
福
祉
課
（
�保
 
�
内
線　

〜
２３３６

　

）
２３３８

国国
民民
健健
康康
保保
険険
料料

（（
介介
護護
分分
））
をを
４４
月月

かか
らら
改改
正正
しし
まま
しし
たた

国国
民民
年年
金金
保保
険険
料料
のの

申申
請請
免免
除除
・・
学学
生生
納納
付付

特特
例例
にに
つつ
いい
てて

平平
成成

年年
４４
月月
かか
らら
のの

１１４４

国国
民民
年年
金金
保保
険険
料料
支支
払払

窓窓
口口
がが
変変
わわ
りり
まま
すす

老老
人人
医医
療療
入入
院院
時時
一一
部部

負負
担担
金金
・・
入入
院院
時時
食食
事事

代代
のの
減減
額額
認認
定定
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　４月１日から新しい民生委員・児童委員と主任児
童委員が決まりました（下表参照）。
　厚生労働大臣から委嘱される民生委員・児童委員
と主任児童委員は、みなさんの信頼できる相談相手
です。どんなことでも、一人で悩まず声をかけてく
ださい。
　なお、現在欠員となっている地区の対応について
は、保健福祉総合調整課にお問い合わせください。
◆保健福祉総合調整課（�保 �内線２３１２）

民生委員・児童委員
担当地域電 話氏 名

中町６丁目２１－４３２０ 早矢仕 のり
はやし

泉町２丁目２１－６６６０ 上原敏枝 
うえはら　としえ

泉町６丁目２３－２７８１ 加藤則江 
かとう　のりえ

北原町１丁目（１～１２、１６～３０）６２－９５００ 大久保洋子 
おおくぼ　ようこ

西原町４丁目（グリーンハイツを除く）６３－８８９８ 長谷川悦子 
はせがわ　えつこ

芝久保町２丁目（１～１４）６７－６４３０ 小林伸市 
こばやし　しんいち

向台町２丁目６１－６４４９ 土方美惠子 
ひじかた　みえこ

向台町３丁目６４－０８０３ 高 澤 彰  
たかざわ　あきら

主任児童委員
担当地域電 話氏 名

住吉町、栄町、下保谷、北町、

ひばりが丘、ひばりが丘北
２４－４４８１ 西原 みどり

にしはら

現在欠員となっている地区
地区名

柳沢１丁目（１～９）

柳沢２丁目（３～１８）

東町５丁目、６丁目

泉町１丁目

谷戸町３丁目（１１、１４～２８）

西原町３丁目

芝久保町３丁目（１～１４）６番を除く

国国
民民
健健
康康
保保
険険

国国
民民
年年
金金

��������	
���
　向台運動場に、４月から新たに水洗トイレを開設し
ました。運動場利用者だけでなく一般市民の方も利用
できます。
　公共施設は、市民の皆さんが利用する場所です。皆
さんが気持ち良く使用できるよう、大切に使いましょ
う。
◆スポーツ振興課（�保 �内線２７１４・２７１５）

改正後改正前区　分

０.７９％０.６９％所得割

８,８００円８,４００円均等割

変更なし７万円賦課限度額

国国
民民
健健
康康
保保
険険
料料
のの
納納
付付

はは
おお
済済
みみ
でで
すす
かか

住民税非課税世帯一　般内　容

上限24,600円／月 
※注上限37,200円／月入院時一部負担金

１日あたり650円
入院日数90日以上
１日あたり500円

１日あたり780円入院時食事代

特定疾病療養一　般内　容

上限10,000円／月上限37,200円／月入院時一部負担金


